
日米地位協定合意議事録

第三条

第三条 の規定に基づいて合衆国が執ることのできる措置は、この協定の目的を遂行するのに1
必要な限度において、特に、次のことを含む。

施設及び区域を構築（浚渫及び埋立てを含む ）し、運営し、維持し、利用し、占有し、警備1 。
し、及び管理すること

建物又はその他の工作物を移動し、それらに対し変更を加え、定着物を附加し、又は附加物2
を建てること及び補助施設とともに附加的な建物又はその他の工作物を構築すること

港湾、水路、港門及び投錨地を改善し、及び深くすること並びにこれらの施設及び区域に出3
入するために必要な道路及び橋を構築し、又は維持すること

施設及び区域の能率的な運営及び安全のため軍事上必要とされる限度で、その施設及び区域4
を含む又はその近傍の水上、空間又は地上において船舶及び舟艇、航空機並びにその他の車両の
投錨、係留、着陸、離陸及び操作を管理すること（禁止する措置を含む ）。

合衆国が使用する路線に軍事上の目的で必要とされる有線及び無線の通信施設を構築するこ5
と。前記には、海底電線及び地中電線、導管並びに鉄道からの引込線を含む。

施設又は区域において、いずれの型態のものであるかを問わず、必要とされる又は適当な地6
、 、 、 、 、 、上若しくは地下 空中又は水上若しくは水中の設備 兵器 物資 装置 船舶又は車両を構築し

設備し、維持し、及び使用すること。前記には、気象観測の体系、空中及び水上航行用の燈火、
無線電話及び電波探知の装置並びに無線装置を含む。


